　　年　　月　　　日
介護保険適応外通所介護サービス重要事項説明書
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　
当事業所は介護保険の指定を受けています。
地域密着型通所介護　　第１号通所事業
事業者番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　





当事業所はご契約者に対して、介護保険法令下の地域密着型通所介護サービスまたは第１号通所事業に付随して行われる介護保険適応外通所介護サービスを自費サービスとして提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。


◇◆目次◆◇
１．事業者	1
２．事業所の概要	1
３．事業実施地域及び営業時間	2
４．職員の配置状況	2
５．当事業所が提供するサービスと利用料金	2
６．当事業所における苦情の受付	4

[bookmark: _Toc133324955]１．事業者
（１）法人名       　　株式会社　介護NEXT
（２）法人所在地    　 群馬県伊勢崎市上泉町157-1 
（３）電話番号   　　　03-5829-4162
（４）代表者氏名    　 代表取締役　　大場 隆幸
[bookmark: _Toc133324956]２．事業所の概要
（１）事業所の種類     地域密着型通所介護・第１号通所事業
（２）事業所の目的     事業所の従事者が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。
（３）事業所の名称     ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　
（４）事業所の所在地   
（５）電話番号     　　
（６）管理者氏名    　 
（７）運営方針
①事業所の通所介護従業者は、契約者の心身の特徴を踏まえて、契約者が可能な限
りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、さらに利用者の社会的孤独感の解消及び心身機能の維持ならびに家族の心身的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
②事業の実施にあたっては、必要に応じて、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供にあたる。
[bookmark: _Toc474813795][bookmark: _Toc133324957]（８）利用定員　
午前（ 〇:●●　～　〇:●●）　：  〇人
午後（〇:●●　～　〇:●●）　：  〇人

３．事業実施地域及び営業時間
（１）通常の事業の実施地域　　
（２）営業日及び営業時間
	営業日
	月～金（8/13～8/15・12/31～1/3は休業）

	受付時間
	8時30分～17時30分（緊急の場合は時間外でも受け付けます）

	サービス提供時間
	午前（9:00　～　12:15）・午後（13:15　～　16:30）



[bookmark: _Toc133324958]４．職員の配置状況
　  当事業所では、ご契約者に対して介護保険適応外通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
	職種
	常勤専従
	常勤兼務
	非常勤専従
	非常勤兼務
	指定基準

	1． 管理者
	　　　０名
	１名
	０名
	０名
	１名

	2． 介護職員
	　　　　名
	　名
	　名
	　名
	　名以上

	3． 生活相談員
	　　　　名
	名
	名
	名
	名以上

	4． 看護職員
	　　　　名
	名
	名
	名
	名以上

	5． 機能訓練指導員
	　　　　名
	名
	名
	名
	名以上



[bookmark: _Toc133324959]５．当事業所が提供するサービスと利用料金
　  当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
	（１）利用料金が介護保険から給付されない介護保険適応外サービス
（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合


があります。


（1） サービス利用料金
　  １回あたり　５，０００円（消費税別）
（２）利用料金のお支払い方法（契約書第6条参照）
前記（１）、（２）の料金・費用は、サービス利用終了月の翌月１０日前後にご請求させていただき、２７日に利用者指定の口座より引き落としさせていただきます（振替日が金融機関休業の場合は翌営業日となります）。契約時に口座自動引き落としの手続きをお願いします。お支払いの確認をしましたら、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします（医療費控除等の還付請求の際に必要となることがあります）。なお、何らかの事情で口座より引き落としが出来ない場合については現金でお支払い頂く場合がございます。

（３）利用の中止、変更、追加（契約書第7条参照）
· 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、介護保険適応外通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。
· 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
	利用予定日の前日までに申し出があった場合
	無料

	利用予定日の前日までに申し出がなかった場合
	当日の利用料金の10％




· サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc133324960]6．当事業所における苦情の受付について（契約書第20条参照）
当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
	
○苦情受付窓口（担当者）　　　（管理者）
電話　　　　
　　　○受付時間　　　月曜日～金曜日（8/13～8/16・12/30～1/3を除く）
　　　　　　　　　　　　８：３０～１７：３０
　○株式会社介護ＮＥＸＴ　お客様相談室
　電話番号　０１２０－１６０－９８１
　受付時間　月～金（8/13～8/16・12/30～1/3を除く）
　　　　　　　８：３０～１７：３０
○
○



　　　年　　　月　　日

介護保険適応外通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

事業所  住所　　
	　　　名称　ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ　　

説明者　職名　
氏名                                


私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護保険適応外通所介護サービスの提供開始に同意しました。

契約者  住所　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　 

(代理人)住所
氏名　　　　　　　　　　　　　　　 
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